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報
告

四

花
咲
く
「
孝
」
―
江
戸
初
期
を
め
ぐ
っ
て
―

許

家
晟

は
じ
め
に

近
世
初
頭
の
日
本
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
た
め
、
社
会
全
般
が
目
ま
ぐ
る

し
い
発
展
を
遂
げ
、
列
島
は
新
し
い
、
そ
し
て
独
自
の
文
明
を
持
つ
社
会
に
変

貌
し
つ
つ
あ
っ
た
。
新
た
な
社
会
に
は
ハ
ー
ド
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
思
想
や

精
神
に
対
す
る
ソ
フ
ト
な
部
分
の
需
要
も
高
ま
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ

が
本
報
告
の
主
題
で
も
あ
る
「
孝
」
で
あ
る
。

「
孝
」
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
で
も
っ
と
も
重
要
な
思
想
家
の
一
人
で
あ
る

荻
生
徂
徠
は
、
『
弁
名
』
孝
の
項
目
に
、
次
の
様
に
書
い
て
い
る
。

孝
悌
不
待
解
、
人
所
皆
知
也
。
（
中
略
）
人
無
貴
賤
、
莫
不
有
父
母
、
父

母
生
之
膝
下
。
如
它
百
行
、
或
強
壮
乃
能
行
之
。
唯
孝
、
自
幼
可
行
。
它

百
行
、
或
非
学
無
能
行
之
。
唯
孝
、
心
誠
求
之
、
雖
不
学
可
能
。

（
『
弁
名
』
孝
悌
一
則
／
二
二
三
頁
）

（
一
）

人
は
誰
し
も
父
母
が
い
る
。
大
多
数
の
人
に
と
っ
て
、
父
母
に
対
す
る
感
情
は

自
発
的
か
つ
ご
く
自
然
の
も
の
で
あ
る
。
儒
教
で
は
、
こ
の
感
情
を
カ
テ
ゴ
ラ

イ
ズ
し
て
「
孝
」
と
呼
ぶ
。

儒
教
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
、「
一
言
で
言
え
ば
、
常
識
の
肯
定
で
あ
る
」

（
二
）

と
加
地
伸
行
氏
は
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
儒
教
は
「
己
に
も
っ
と
も
親
し
い
人

間
、
す
な
わ
ち
親
を
愛
す
る
と
い
う
常
識
を
第
一
と
す
る
」
。
し
か
し
、
そ
れ

（
三
）

だ
け
な
ら
儒
教
の
根
幹
を
構
成
す
る
十
三
経
の
一
つ
、
『
孝
経
』
に
な
る
ほ
ど

の
思
想
的
含
意
は
い
ら
な
く
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
孝
」
は
儒
教
に
お
い

て
、
も
っ
と
深
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
荻
生
徂
徠
は
同
じ
箇
所
に
続
け
て

言
う
。親

者
身
之
本
、
身
者
親
之
枝
。
故
人
君
必
以
継
其
志
述
其
事
為
孝
之
至
、

臣
下
必
以
立
身
揚
名
顕
其
父
母
為
孝
之
至
。
唯
孝
可
以
通
神
明
、
唯
孝
可

以
感
天
地
。
是
其
所
以
為
至
徳
也
。
和
順
天
下
必
孝
弟
始
。
故
先
王
立
宗

廟
養
老
之
礼
、
以
躬
教
天
下
。
是
其
所
以
為
要
道
也
。
孝
弟
忠
信
、
孔
門

蓋
謂
之
中
庸
。
以
其
為
不
甚
高
人
皆
可
行
之
事
、
故
学
先
王
之
道
、
必
由

孝
弟
始
。

（
『
弁
名
』
孝
悌
一
則
／
二
二
三
頁
）

自
分
は
親
の
「
枝
」
、
つ
ま
り
孝
は
生
命
の
連
続
で
あ
る
。
ゆ
え
に
子
孫
た
る

も
の
は
先
祖
の
名
を
顕
彰
す
る
こ
と
も
孝
で
あ
る
。
ま
た
、
孝
感
と
し
て
天
地

神
明
に
も
通
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
社
会
お
い
て
も
教
育
の
原
点
と
な

れ
る
の
で
あ
る
。
「
孝
」
の
思
想
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
も
の
と
言
え
よ

う
。し

か
し
、
思
想
の
出
発
点
で
も
あ
る
が
、
大
多
数
の
人
に
と
っ
て
、
現
実
生

活
の
中
で
父
母
に
対
す
る
自
発
的
な
感
情
は
も
っ
と
即
物
的
な
性
格
を
帯
び
て

花咲く「孝」
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い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
世
界
に
お
け
る
「
孝
」
の
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
時
の

政
府
の
孝
に
対
す
る
方
針
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
特
に
民
間
で
は
孝
行
譚
と
い

う
形
で
現
れ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
も
ま
た
思
想
と
関
連

し
て
、
互
い
に
影
響
し
合
う
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
報
告
で
は
ま
ず
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
孝
」
の
実
像
を

三
つ
の
大
枠
に
分
類
す
る
。
一
つ
目
は
思
想
と
し
て
の
「
孝
」
、
二
つ
目
は
民

間
説
話
に
登
場
す
る
、
物
語
と
し
て
の
「
孝
」
、
三
つ
目
は
政
策
と
し
て
の
「
孝
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
孝
」
に
対
し
、
聊
か
分
析
を
加
え
た
い
。

一
、
思
想
と
し
て
の
「
孝
」

ま
ず
、
一
つ
目
の
思
想
と
し
て
の
「
孝
」
と
言
え
ば
、
ま
ず
中
江
藤
樹
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
周
知
の
通
り
、
藤
原
惺
窩
以
後
、
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
の

ほ
と
ん
ど
が
、
朱
子
学
と
い
う
新
し
い
思
想
を
受
容
す
る
こ
と
に
熱
中
し
、
自

分
自
身
の
思
想
構
築
や
一
家
の
言
を
成
す
ほ
ど
の
余
裕
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
、
陽
明
学
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
新
た
な
思
想
体
系
の
構
築

を
試
み
た
藤
樹
は
か
な
り
異
例
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
藤
樹
が
構
築
し

た
新
し
い
思
想
体
系
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
他
で
も
な
い
「
孝
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
孝
と
言
わ
れ
て
い
る
。
自
分
の
体
は
父
母
の
「
遺

体
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
天
地
の
「
遺
体
」
で
も
あ
り
、
太
虚
の
「
遺
体
」

で
も
あ
る
と
藤
樹
は
説
明
し
た
（
『
孝
経
啓
蒙
』
全
孝
心
法
／
二
五
七
頁
）
。

（
四
）

藤
樹
は
ま
た
、
『
孝
経
』
聖
治
章
の
「
子
曰
、
天
地
之
性
、
人
為
貴
。
人
之
行

莫
大
於
孝
」
と
い
う
一
文
に
対
し
、
次
の
様
に
注
釈
し
た
。

莫
大
於
孝
、
孝
徳
全
体
充
塞
于
太
虚
、
太
虚
廖
郭
而
無
外
、
則
莫
大
之
義

不
言
而
照
然
矣
。

（
『
孝
経
啓
蒙
』
敢
問
章
／
二
六
六
頁
）

徳
と
し
て
の
孝
は
太
虚
に
充
満
し
て
い
て
、
太
虚
に
は
「
外
」
と
い
う
も
の
が

存
在
し
な
い
ゆ
え
、「
莫
大
」
で
あ
る
と
解
釈
し
、
宗
教
的
内
実
を
付
与
し
た
。

し
か
し
、
筆
者
は
そ
れ
以
前
に
、
藤
樹
の
孝
は
抽
象
的
、
思
弁
的
、
い
わ
ば
哲

学
的
な
要
素
の
方
が
際
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
藤

樹
の
高
弟
で
あ
る
熊
沢
蕃
山
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
藤
樹
の
『
孝
経
啓
蒙
』
の
テ
キ
ス
ト
は
「
今
文
孝
経
」
で

も
な
く
「
古
文
孝
経
」
で
も
な
い
、
彼
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
蕃
山
の
『
孝
経

小
解
』
は
藤
樹
の
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
点
に
お
い

て
は
藤
樹
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
本
文
に
対
す
る
解
釈
が

全
く
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
次
の
一
文
は
「
孝
無
終
始
」
の
箇
所
に
対
す
る
藤

樹
の
解
釈
で
あ
る
。

孝
無
終
始
者
、
孝
在
混
沌
之
中
、
而
其
生
無
始
、
推
之
后
世
、
而
無
朝
夕
、

無
時
非
孝
也
。
無
所
不
在
、
無
所
不
通
、
生
々
無
終
、
須
臾
不
可
離
者
也
。

患
、
慮
也
、
苦
也
。
如
患
得
之
之
患
。
及
、
至
也
。
孝
無
所
不
至
、
故
民

用
患
不
及
者
未
之
有
也
。
未
之
有
者
、
反
言
以
深
警
戒
之
。
言
古
及
今
未

有
此
理
也
。
蓋
為
決
言
以
勉
人
之
力
於
孝
行
。

（
『
孝
経
啓
蒙
』
孝
経
／
二
六
三
頁
）

同
じ
箇
所
に
対
す
る
蕃
山
の
解
釈
と
は
全
く
違
う
も
の
で
る
。

孝
は
愛
敬
の
心
也
。
（
中
略
）
故
に
孝
終
始
な
し
と
は
、
愛
敬
の
心
亡
び

た
る
義
也
。
上
一
人
よ
り
下
衆
人
に
い
た
る
ま
で
愛
敬
の
心
少
も
な
く
成

て
は
、
災
害
い
た
ら
ず
と
云
事
な
し
。（
『
孝
経
小
解
』
一
／
一
五-

六
頁
）

（
五
）

蕃
山
は
孝
を
「
愛
敬
の
心
」
と
い
っ
た
実
態
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
「
孝

終
始
な
し
」
の
結
果
が
災
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
い
た
っ
て
現
実

的
な
思
想
展
開
を
見
せ
た
。

報告 四



- 3 -

た
だ
し
、
こ
の
一
文
は
問
題
の
あ
る
箇
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
は
論
争
が
続
い
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
で
両
者
の
違
い
を
論
ず
る
の
は
不
充
分

で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
藤
樹
と
蕃
山
と
で
は
経
書
の
扱
い
方
自
体
、
つ
ま
り
、

方
法
論
か
ら
し
て
、
す
で
に
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
藤
樹
に

関
し
て
は
、
加
地
伸
行
氏
の
「
『
孝
経
啓
蒙
』
の
諸
問
題
」
を
は
じ
め
、
一
連

（
六
）

の
優
れ
た
研
究
が
あ
り
、
ま
た
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
贅
言
し
な
い

こ
と
と
す
る
。
む
し
ろ
、
早
く
も
藤
樹
の
弟
子
で
あ
る
蕃
山
か
ら
す
で
に
異
な

る
展
開
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

ま
ず
、
『
孝
経
』
感
応
篇
に
あ
る
「
天
地
明
察
神
明
彰
矣
」
に
対
す
る
蕃
山

の
解
釈
を
見
て
み
よ
う
。

大
君
天
に
事
て
明
ら
か
に
、
地
に
事
て
察
な
れ
ば
、
天
地
人
三
極
の
道
立

也
。
故
に
造
化
の
工
を
助
て
陰
陽
和
し
、
風
雨
時
あ
り
、
人
疾
癘
な
し
。

是
を
天
時
順
に
、
地
道
若
と
云
。
天
地
の
神
明
あ
ら
は
る
ゝ
也
。
人
道
正

か
ら
ざ
る
時
は
陰
陽
不
和
、
風
雨
時
あ
ら
ず
、
人
疾
癘
多
し
。
大
風
大
雨

地
震
火
災
等
の
夭
し
げ
し
。
天
地
の
化
工
を
害
し
て
神
明
あ
ら
は
れ
ず
。

（
『
孝
経
小
解
』
三
／
四
三
頁
）

そ
し
て
、
同
じ
箇
所
に
対
す
る
藤
樹
の
解
釈
と
比
べ
て
み
る

自
一
言
一
動
、
以
至
于
郊
社
之
祭
、
誠
敬
与
天
地
通
、
明
察
与
日
月
合
而

無
一
毫
昏
蔽
、
此
之
謂
天
地
明
察
。
神
明
、
謂
天
人
地
示
也
。
彰
、
照
著

分
明
可
見
之
意
也
。

（
『
孝
経
啓
蒙
』
敢
問
章
／
二
七
三-

七
四
頁
）

「
神
明
」
と
は
「
天
人
地
示
」
の
こ
と
で
あ
る
と
藤
樹
は
言
う
が
、
そ
れ
以
上

の
こ
と
に
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、
蕃
山
の
解
釈
は
明
ら
か
に
も
っ
と

即
物
的
、
形
而
下
的
で
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
。

人
君
が
道
に
叶
う
時
、
万
事
順
調
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
「
神
明
あ

ら
は
る
ゝ
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
逆
の
場
合
は
「
大
風
大
雨
地
震
火
災
等
」
の
、

よ
か
ら
ぬ
こ
と
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
形
而
上
的
な
も

の
は
一
切
介
在
せ
ず
、
た
だ
、
「
そ
う
す
る
と
、
こ
う
な
る
」
と
い
う
対
応
関

係
が
あ
る
の
み
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
藤
樹
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
孝
感
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い

な
か
っ
た
の
に
対
し
、
蕃
山
は
強
い
孝
の
心
に
天
地
自
然
が
感
応
す
る
と
い
う

「
孝
感
」
を
大
い
に
取
り
上
げ
た
。

夫
孝
は
天
地
生
々
の
理
に
し
て
、
至
誠
真
実
の
心
也
。
故
に
孝
子
に
は
神

明
不
測
の
霊
感
あ
り
。

（
『
孝
経
小
解
』
一
／
一
頁
）

蕃
山
は
、
「
孝
子
に
は
神
明
不
測
の
霊
感
あ
り
」
と
明
白
に
言
っ
た
う
え
、
『
孝

経
』
の
「
故
以
孝
事
君
則
忠
、
以
敬
事
長
則
順
。
忠
順
不
失
以
事
其
上
、
然
後

能
保
其
爵
禄
而
守
其
祭
祀
。
蓋
士
之
孝
也
」
の
一
文
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。親

に
事
ル
の
孝
、
君
に
事
て
は
忠
と
な
り
、
兄
に
事
ル
の
敬
、
長
に
事
て

は
順
と
な
る
。
二
心
な
く
二
道
な
し
。
（
中
略
）
も
し
利
禄
の
た
め
に
外

忠
順
を
な
す
は
忠
順
に
あ
ら
ず
、
失
ひ
た
る
也
。
君
子
小
人
、
形
同
し
て

心
異
也
。
貴
賤
男
女
君
子
小
人
共
に
五
達
道
に
よ
ら
ず
と
云
事
な
し
。
故

に
無
事
の
時
、
外
よ
り
見
た
る
所
は
さ
の
み
か
は
ら
ず
、
年
寒
し
て
松
栢

を
知
、
国
乱
て
忠
臣
を
知
と
い
へ
り
。
変
に
あ
は
ざ
れ
ば
孝
子
忠
臣
共
に

知
が
た
し
。
然
共
天
地
鬼
神
は
あ
ざ
む
か
れ
ず
。
孝
悌
の
誠
を
不
失
し
て

国
に
仕
て
忠
順
な
る
時
は
、
よ
く
其
爵
禄
を
保
て
、
其
父
母
先
祖
の
祭
を

不
絶
は
士
の
孝
也
。

（
『
孝
経
小
解
』
一
／
一
三
頁
）

給
料
の
た
め
に
忠
を
外
面
に
整
え
る
だ
け
で
は
本
当
の
「
忠
順
」
で
は
な
い
。

本
当
の
「
忠
順
」
は
本
心
か
ら
発
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

外
見
が
整
っ
て
い
る
だ
け
に
、
有
事
の
際
で
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
通
常
の
場
合

花咲く「孝」
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報告 四

で
は
そ
れ
が
本
心
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
天
地
鬼
神
は
あ
ざ

む
か
れ
ず
」
、
誠
の
忠
順
を
尽
く
す
時
の
み
、
爵
禄
を
維
持
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
鬼
神
に
よ
る
禍
福
が
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
掲
荻
生
徂
徠
の
『
弁
名
』
で
は
、
読
み
手
が
知
識
人
を
想
定
し
、

漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
蕃
山
の
『
孝
経
小
解
』
は
平
易
な
和
文
で
書
か

れ
た
も
の
ゆ
え
、
読
み
手
の
想
定
も
自
ず
と
殊
な
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

（
七
）

以
上
の
通
り
、
藤
樹
と
蕃
山
は
師
弟
関
係
が
あ
り
、
そ
し
て
同
じ
「
孝
」
を

重
視
し
な
が
ら
も
、
全
く
異
な
る
思
想
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は
、
江
戸
初
期
の

思
想
家
た
ち
が
、
中
国
思
想
の
テ
キ
ス
ト
を
借
り
て
自
己
の
思
想
表
現
の
道
具

に
す
る
、
と
言
わ
れ
た
現
象
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
で
、
同
じ
「
孝
」
で
あ
っ
て
も
、
藤
樹
の
思
想
と
蕃
山

の
思
想
と
の
違
い
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
蕃
山
の
方
は
孝
を
よ
り
即

物
的
で
、
彼
の
経
世
論
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は

藤
樹
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

『
孝
経
啓
蒙
』
と
は
別
の
藤
樹
の
著
作
『
翁
問
答
』

条
（
一
五
八
頁
）
に
、

105

次
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。

体
充
曰
、
身
体
髪
膚
を
そ
こ
な
ひ
や
ぶ
ら
ざ
る
が
孝
行
に
て
御
座
候
は
ゞ
、

軍
陣
に
て
き
ず
を
被
ぶ
り
う
ち
死
す
る
は
不
孝
に
て
候
は
ん
や
。

師
の
曰
、
そ
れ
は
大
な
る
心
得
そ
こ
な
ひ
に
て
候
。
不
義
無
道
な
る
こ
と

に
て
そ
こ
な
ひ
や
ぶ
る
が
不
孝
な
り
と
云
義
な
り
。
（
中
略
）
曾
子
曰
戦

陣
無
勇
非
孝
也
。
此
賢
範
の
意
は
軍
陳
戦
場
に
て
武
勇
を
は
げ
み
、
さ
き

が
け
を
し
て
軍
功
を
な
す
と
き
は
、
疵
を
被
ぶ
り
討
死
す
る
が
孝
行
な
り
。

若
武
勇
を
は
げ
ま
さ
ず
軍
功
を
た
て
ざ
る
と
き
は
、
縦
臆
病
の
悪
名
を
う

け
ず
と
も
不
孝
な
り
と
い
ま
し
め
め
さ
れ
た
り
。

こ
れ
は
孝
と
戦
場
と
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
議
論
だ
が
、
ま
さ
し
く
武
士
な
ら
で

は
の
発
想
で
あ
る
。
藤
樹
は
、
『
礼
記
』
に
あ
る
曾
子
の
言
葉
を
引
用
し
、
戦

場
に
お
い
て
は
、
身
体
髪
膚
の
損
傷
ど
こ
ろ
か
、
戦
死
す
る
こ
と
す
ら
も
の
と

も
せ
ず
、
戦
功
を
建
て
る
た
め
自
ら
「
さ
き
が
け
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
孝
で
あ

る
と
し
た
。
藤
樹
は
明
ら
か
に
「
孝
」
を
武
士
の
論
理
に
組
み
込
も
う
と
し
た
。

し
か
も
こ
の
孝
と
戦
場
と
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
は
か
な
り
古
く
か

ら
の
も
の
で
あ
る
。
『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
に
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
。

魯
人
従
君
戦
、
三
戦
三
北
。
仲
尼
問
其
故
。
対
曰
、
吾
有
老
父
、
身
死
莫

之
養
也
。
仲
尼
以
為
孝
、
挙
而
上
之
。
是
以
観
之
、
夫
父
之
孝
子
、
君
之

背
臣
也
。

（
八
）

「
忠
」
と
「
孝
」
と
は
、
両
立
し
得
な
い
こ
と
だ
と
、
韓
非
子
は
考
え
た
。
藤

樹
の
そ
れ
と
は
、
正
反
対
の
発
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
場
合
、
歴
史
の

早
い
時
期
か
ら
専
門
化
が
進
み
、
文
官
と
武
官
が
二
分
さ
れ
、
も
っ
と
言
え
ば
、

知
識
人
で
あ
る
士
大
夫
層
と
一
般
兵
士
と
が
完
全
に
分
離
さ
れ
、
特
に
宋
代
以

降
は
科
挙
に
合
格
し
た
文
官
が
政
権
を
担
っ
た
ゆ
え
、
こ
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど

俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
歴
代
の
『
礼
記
』
の
注
釈
者
も
曾
子

の
こ
の
言
葉
に
大
し
た
注
目
を
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
方
、
日
本
の
場
合
は
長
ら
く
武
士
が
政
権
の
担
い
手
で
あ
る
た
め
、
こ
の

言
葉
は
重
要
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
蕃
山
も
師
の
藤
樹
と
同
じ
く
、
こ

の
曾
子
の
言
葉
を
重
視
し
、
読
み
手
は
武
士
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
忠
孝
一

致
説
を
展
開
し
て
い
る
。

或
問
、
身
体
髪
膚
を
だ
に
そ
こ
な
ひ
や
ぶ
ら
ず
と
い
ひ
、
又
君
子
危
を
見

て
は
命
を
さ
づ
く
と
い
へ
る
は
何
ぞ
や
。
云
、
（
中
略
）
心
性
身
体
、
父
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母
全
し
て
吾
を
生
ず
。
故
に
吾
全
し
て
終
に
帰
す
る
は
孝
也
。
是
人
生
の

常
也
。
変
に
あ
ひ
て
心
性
身
体
二
な
が
ら
全
く
し
が
た
き
時
は
、
身
体
を

や
ぶ
り
て
心
性
を
全
く
す
る
を
孝
と
す
。
志
士
仁
人
は
身
を
殺
し
て
仁
を

な
す
者
是
也
。
義
理
の
行
を
か
ぎ
、
身
を
は
づ
か
し
め
、
生
を
貪
り
、
死

を
怕
る
ゝ
は
人
の
至
貴
た
る
明
徳
く
ら
き
者
也
。
禽
獸
に
し
て
存
す
る
者

な
れ
ば
大
不
孝
也
。
故
に
曾
子
も
戦
陣
に
勇
な
き
は
孝
に
非
ず
と
い
へ
り
。

親
に
事
る
愛
敬
の
心
を
以
て
君
に
事
へ
、
君
の
難
に
逢
て
は
変
じ
て
大
勇

と
成
な
り
。
故
に
戦
陳
に
勇
な
き
は
親
に
事
て
愛
敬
の
心
す
く
な
き
事
を

知
也
。

（
『
孝
経
外
伝
或
問
』
一
之
上
／
六
五
頁
）

（
九
）

「
生
を
貪
り
、
死
を
怕
」
れ
て
逃
げ
出
す
こ
と
は
、
た
と
え
生
き
残
っ
た
と
し

て
も
生
き
恥
を
晒
す
こ
と
と
な
り
、
禽
獣
と
同
様
に
な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
一
番

の
親
不
孝
で
あ
る
と
蕃
山
は
言
明
し
た
。

蕃
山
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
藤
樹
以
上
に
孝
を
経
世
論
に
具
体
的
に
結
び
つ
け

よ
う
と
も
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

「
諸
侯
の
孝
」
に
あ
る
「
制
節
謹
度
満
而
不
溢
」
に
対
す
る
蕃
山
の
注
釈
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

制
節
は
一
国
の
貢
物
を
用
る
法
也
。
（
中
略
）
貧
乏
の
す
く
ひ
、
諸
官
諸

職
の
役
領
、
冠
婚
喪
祭
の
用
、
大
学
小
学
の
領
、
王
都
の
つ
と
め
、
隣
国

の
交
、
其
外
不
時
の
用
多
け
れ
ば
、
無
用
心
に
て
は
一
国
の
富
も
足
が
た

し
。
故
に
公
の
一
年
の
蔵
入
を
四
に
し
、
三
を
以
て
諸
用
を
と
ゝ
の
へ
、

一
を
た
く
は
へ
と
す
。
是
則
天
道
の
四
時
に
則
と
る
者
也
。
春
生
じ
夏
長

じ
秋
実
の
り
冬
蔵
す
の
道
也
。
三
年
積
て
一
年
の
貢
あ
り
、
九
年
積
て
三

年
の
た
く
は
へ
あ
り
。
三
十
年
積
て
十
年
の
用
あ
り
。
三
十
年
を
通
と
云
、

此
通
な
け
れ
ば
水
旱
風
火
兵
事
の
備
全
か
ら
ず
。
是
制
節
の
第
一
也
。

（
『
孝
経
小
解
』
一
／
八-

九
頁
）

毎
年
の
余
剰
を
蓄
積
し
、
非
常
事
態
に
備
え
る
こ
と
が
国
持
ち
諸
侯
の
責
務
で

あ
り
、
そ
の
結
果
「
長
く
其
土
地
を
保
て
先
君
に
つ
か
へ
給
は
諸
侯
の
孝
（
『
孝

経
小
解
』
一
／
一
〇
頁
）
」
で
あ
る
。

次
に
、
「
士
の
孝
」
の
部
分
に
あ
る
「
非
先
王
之
法
服
不
敢
服
」
に
対
す
る

蕃
山
の
意
見
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

法
服
は
礼
儀
備
れ
る
服
也
。
（
中
略
）
衣
服
は
人
の
身
の
文
章
に
し
て
礼

儀
の
あ
ら
は
る
ゝ
所
也
。
人
道
の
美
也
。
是
先
王
の
法
服
の
名
殘
也
。
世

間
の
は
や
り
物
に
習
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
礼
儀
粗
略
に
な
り
て
、
風
俗
い
や

し
く
却
て
過
美
に
成
者
也
。
過
美
な
れ
ば
数
多
な
り
て
易
簡
な
ら
ず
、
次

第
に
士
庶
貧
乏
す
る
者
也
。

（
『
孝
経
小
解
』
一
／
一
〇
頁
）

諸
侯
と
異
な
り
、
士
の
孝
は
前
出
の
「
爵
禄
を
保
て
、
其
父
母
先
祖
の
祭
」
を

絶
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
ゆ
え
、
「
世
間
の
は
や
り
物
」
に
飛
び
つ

い
て
、
衣
服
な
ど
を
「
過
美
」
に
す
る
と
も
な
れ
ば
、
徐
々
に
困
窮
し
、
最
終

的
に
先
祖
の
祭
祀
を
保
つ
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。

最
後
は
、
「
庶
人
の
孝
」
で
あ
る
「
謹
身
節
用
」
の
と
こ
ろ
に
は
、
次
の
内

容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

公
義
を
恐
て
法
度
を
守
り
、
身
無
病
に
手
足
達
者
な
る
様
に
養
生
す
る
事

第
一
な
り
。
身
を
慎
む
事
は
五
等
同
じ
け
れ
共
、
取
分
庶
人
は
力
を
持
っ

て
親
を
養
ふ
者
な
れ
ば
、
身
の
達
者
を
本
と
す
。
（
中
略
）
用
を
節
す
る

事
も
五
等
同
じ
け
れ
共
、
取
分
庶
人
は
定
り
た
る
禄
な
け
れ
ば
、
よ
く
心

を
用
ひ
ざ
れ
ば
用
不
足
に
て
、
父
母
の
養
も
乏
し
き
故
に
か
く
の
た
ま
へ

り
。

（
『
孝
経
小
解
』
一
／
一
五
頁
）

こ
こ
で
よ
う
や
く
「
親
を
養
ふ
」
と
い
う
道
徳
的
に
な
じ
み
の
あ
る
内
容
が
出

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
禄
の
な
い
庶
人
の
場
合
の
み
を
指
し
て

言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
親
を
養
う
こ
と
は
論
証
不
要
の
前
提
で
あ
り
、
問
題
が
あ
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る
と
す
れ
ば
、
そ
の
手
段
で
あ
る
。
諸
侯
は
言
う
に
及
ば
ず
、
禄
の
あ
る
士
に

と
っ
て
も
、
親
を
養
う
手
段
は
自
ず
と
持
っ
て
い
る
が
、
庶
人
に
は
そ
れ
が
な

い
ゆ
え
、
常
に
「
用
」
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
蕃
山
は
「
孝
」
を
単
な
る
個
人
道
徳
で
は
な
く
、
社
会
構
造

全
体
と
結
び
つ
け
た
。
そ
し
て
彼
は
さ
ら
に
「
孝
」
を
儒
教
理
論
の
根
底
と
し

て
据
え
た
。
曾
子
の
「
甚
哉
孝
之
大
也
」
の
言
葉
に
対
し
て
、
蕃
山
は
次
の
よ

う
に
説
明
し
た
。

世
人
孝
は
唯
父
母
に
事
ル
道
と
す
。
今
夫
子
の
教
を
き
け
ば
、
五
倫
皆
孝

な
る
の
み
な
ら
ず
、
五
等
の
人
の
お
こ
な
ふ
所
も
皆
孝
也
。
斉
家
治
国
平

天
下
も
孝
の
一
事
也
。
故
に
孝
の
甚
大
な
る
こ
と
を
賛
美
し
て
か
く
い
へ

り

（
『
孝
経
小
解
』
二
／
一
七
頁
）

世
の
中
の
人
が
「
孝
は
唯
父
母
に
事
る
道
」
と
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
不

充
分
で
あ
り
、
五
倫
も
ま
た
孝
で
あ
り
、
治
国
平
天
下
も
孝
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
物
語
と
し
て
の
「
孝
」
㈠
―
―
『
本
朝
孝
子
伝
』

物
語
と
し
て
の
「
孝
」
つ
い
て
、
紙
面
の
制
限
上
、
主
に
江
戸
初
期
の
近
い

時
期
に
刊
行
さ
れ
た
二
つ
の
著
作
を
取
り
上
げ
て
見
る
。
一
つ
は
貞
享
元
年
（
一

六
八
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
藤
井
懶
斎
の
『
本
朝
孝
子
伝
』
、
も
う
一
つ
は
貞
享

（
一
〇
）

三
年
（
一
六
八
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
井
原
西
鶴
の
『
本
朝
二
十
不
孝
』
で
あ
る
。

ま
ず
は
『
本
朝
孝
子
伝
』
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
こ
の
作
品
は
合
計

も
の

71

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
録
し
、
そ
の
う
ち
の
今
世
部
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
著
者
の

20

藤
井
懶
斎
が
集
ま
っ
た
当
時
の
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
に
は
い
く
つ

か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
内
容
が
豊
富
で
あ
り
、
儒
教
の
理
論
に
基
づ
く
も
の
と
純
粋
の
民

間
説
話
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
。
例
え
ば
、
前
述
の
蕃
山
は
明
言
こ
そ
し
て
い

な
い
も
の
の
、
親
を
養
う
「
孝
」
は
あ
く
ま
で
生
ま
れ
持
っ
た
前
提
で
あ
り
、

問
題
は
異
な
る
位
に
い
る
人
に
と
っ
て
の
内
容
と
そ
の
実
現
の
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
の
荻
生
徂
徠
は
も
っ
と
明
確
に
、
親
に
対
す
る
「
孝
」
は
学
ば
な

く
て
も
で
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
は
生
ま
れ
な
が
ら
備
わ
っ
て
い
る
生
得
の

も
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
お
そ
ら
く
蕃
山
や
徂
徠
に
限
ら
ず
、
当

時
の
儒
者
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
る
認
識
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
本
朝
孝
子
伝
』

に
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
物
語
が
あ
る
。
備
中
（
後
備
後
）
柴
木
村
に
甚

介
と
い
う
母
に
孝
を
尽
く
す
人
が
い
る
。
そ
の
甚
介
に
対
し
、
質
問
が
あ
っ
た
。

諸
士
詰
之
曰
、
汝
孝
悌
縁
何
得
至
此
乎
。
甚
助
曰
、
吾
不
知
孝
悌
、
唯
母

不
甘
食
、
吾
亦
不
欲
食
、
母
不
安
寝
、
吾
亦
不
能
眠
而
已
。

（
『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
八
／
九
八
頁
）

（
一
一
）

甚
介
に
は
「
孝
」
と
い
う
概
念
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
孝
は
性
で
あ

り
、
生
得
の
も
の
と
し
て
扱
う
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
公
卿
七
の
藤
原
良
仁
の

よ
う
な
「
性
至
孝
（
三
九
頁
）
」
の
話
が
数
多
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
物
語
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

正
直
、
洛
之
商
家
【
号
布
袋
屋
与
左
衛
門
】
川
井
其
氏
也
。
宅
在
銅
駝
坊

之
室
町
。
年
垂
五
十
、
始
志
于
学
。
受
読
小
学
之
書
於
山
崎
氏
、
然
後
方

知
往
日
之
薄
於
奉
親
。
赧
然
恥
悔
、
謹
身
節
用
、
務
致
父
母
之
楽
。

（
『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
五
／
九
三
頁
）

川
井
正
直
と
い
う
商
人
が
、
勉
強
し
て
初
め
て
孝
を
知
り
、
今
ま
で
の
親
不
孝

を
悔
い
改
め
、
孝
行
す
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

一
方
、
儒
教
の
論
理
に
基
づ
い
た
理
論
展
開
も
見
ら
れ
る
。
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公
姓
平
、
諱
重
盛
、
相
国
清
盛
之
長
子
也
。
清
盛
跋
扈
、
動
輙
犯
上
。
遂

乃
至
於
動
甲
兵
竄
廷
臣
、
將
有
事
于
法
住
寺
殿
。
公
深
憂
之
、
規
箴
尤
切
、

忠
言
無
所
不
至
。
清
盛
繇
是
免
陥
簒
弑
之
罪
、
其
孝
不
亦
大
乎
。

（
『
本
朝
孝
子
伝
』
公
卿
三
／
三
五
頁
）

こ
こ
で
は
、
平
重
盛
が
父
平
清
盛
を
諫
め
る
こ
と
も
孝
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
大
き
な
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
点
は
、
孝
感
に
対
す
る

扱
い
で
あ
る
。
「
養
老
孝
子
」
の
「
論
」
、
つ
ま
り
懶
斎
自
身
の
意
見
で
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

天
之
於
斯
民
也
、
休
咎
各
以
類
応
、
洪
範
之
庶
徴
、
可
以
見
矣
、
矧
孝
子

之
心
、
誠
莫
不
至
、
誠
之
至
者
、
可
開
金
石
、
故
曰
、
至
誠
如
神
、
孝
経

亦
曰
、
孝
悌
之
至
、
通
神
明
、
孝
経
援
神
契
曰
、
孝
道
行
、
則
地
亀
出
、

漢
時
醴
泉
屢
涌
、
人
以
為
俊
乂
在
官
之
応
、
俊
乂
在
官
、
亦
猶
如
此
、
何

疑
孝
子
之
有
此
瑞
、
然
孝
子
豈
毫
髪
有
意
於
其
間
、
只
是
自
然
之
感
応
爾
。

（
『
本
朝
孝
子
伝
』
士
庶
一
【
論
】
／
五
二
頁
）

孝
子
に
は
、
疑
う
余
地
も
な
く
祥
瑞
が
あ
り
、
そ
れ
が
自
然
の
感
応
で
あ
る
。

こ
の
【
論
】
の
後
半
部
分
に
も
、
不
孝
者
に
対
す
る
天
罰
な
ど
の
内
容
が
大
量

に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
儒
学
者
で
あ
る
懶
斎
自
身
は
孝
感
を
認
め
、

重
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

し
か
し
『
本
朝
孝
子
伝
』
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
う
ち
孝
感
の
話
は
僅
か
で
あ

71

り
、
し
か
も
ど
れ
も
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
パ
ク
ト
に
欠

け
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
来
な
ら
ば
、
自
然
が
感
応
し
、
孝
感
を
発
動
さ
せ

る
べ
き
場
面
で
も
、
そ
の
よ
う
な
展
開
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

正
保
中
、
洛
陽
小
川
出
水
之
坊
有
一
人
、
呼
為
絵
屋
勘
兵
衛
、
以
畫
衣
裳

為
業
。
父
老
崇
飲
、
勘
勉
賖
之
。
然
父
以
其
家
貧
故
不
楽
飲
、
或
不
飲
。

勘
及
妻
憂
之
、
相
共
密
謀
、
待
歳
將
暮
、
把
瓦
石
満
一
籝
、
夫
妻
舁
之
、

抵
父
前
曰
、
我
今
年
之
餘
資
、
幸
至
於
此
、
只
恨
我
父
一
生
之
酒
価
、
不

能
尽
此
金
之
小
半
也
。
父
驚
且
喜
、
飲
酒
大
楽
、
自
後
父
无
復
患
貧
之
念
、

卒
以
寿
終
。

（
『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
六
／
九
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
父
親
に
安
心
し
て
酒
を
飲
め
る
よ
う
、
瓦
礫
を
葛
籠
に
入
れ
て

金
と
称
す
る
孝
子
だ
が
、
『
二
十
四
孝
』
に
あ
る
類
例
を
考
え
る
と
、
本
来
な

ら
ば
こ
の
場
合
葛
籠
を
開
け
た
ら
本
当
の
金
が
出
て
き
た
、
と
言
う
風
に
話
が

進
む
の
で
は
な
い
か
と
思
い
き
や
、
全
く
そ
の
よ
う
な
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
集
め
た
当
時
の
孝
子
の
話
を
、
懶
斎
が
忠
実
に
記
録
し
た
こ
と
が
分

か
る
と
同
時
に
、
当
時
の
人
々
は
孝
感
に
対
し
て
、
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
か

っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
部

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
最
終
的
に
孝
子
と
し
て
政
府
に
表
彰
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

多
い
。
ま
た
、
今
世
部
で
は
、
中
原
休
白
と
い
う
孝
行
者
が
、
筑
前
藩
政
府
に

表
彰
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
、
懶
斎
は
苦
言
を
呈
し
た
。

一
有
孝
子
焉
、
則
為
之
上
者
、
靡
不
予
物
賜
爵
、
免
戸
田
租
、
旌
表
門
閭
、

或
使
居
美
官
受
重
禄
、
以
顕
之
於
邦
国
（
中
略
）
余
得
中
原
休
白
孝
状
之

実
記
於
筑
州
人
、
読
之
感
悦
、
因
略
写
之
、
以
著
于
篇
。
其
事
蹟
尤
不
減

於
諸
子
、
第
無
得
荃
宰
之
恩
賞
、
竊
為
可
怪
爾
。
恐
是
実
記
偶
脱
之
歟
。

（
『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
十
六
／
一
一
〇
頁
）

孝
子
が
現
れ
た
場
合
、
政
府
が
き
ち
ん
と
表
彰
し
、
褒
美
を
与
え
る
べ
き
だ
が
、

な
ぜ
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
と
、
不
満
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
こ

と
は
、
懶
斎
が
執
筆
し
た
当
時
に
お
い
て
、
孝
子
が
表
彰
さ
れ
る
こ
と
が
ご
く

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
我
々
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
説
話
や
世
間
一
般
に
お
い
て
、
孝
感
よ
り
も
「
人
感
」
の
方
が
、
よ

り
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
後
述

す
る
幕
府
の
奨
励
政
策
と
も
、
時
期
的
に
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三
、
物
語
と
し
て
の
「
孝
」
㈡
―
―
『
本
朝
二
十
不
孝
』

次
は
『
本
朝
二
十
不
孝
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
作
品
の
最

大
の
特
徴
が
パ
ロ
デ
ィ
化
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
様
々
な
先
行
研
究
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
た
ゆ
え
、
小
論
で
は
割
愛
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
二
）

む
し
ろ
、
こ
の
作
品
も
『
本
朝
孝
子
伝
』
と
同
じ
よ
う
に
、
孝
感
を
重
視
し

て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
作
品
は
、
全

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
う
ち
、

20

最
後
の
「
古
紀
都
を
立
出
て
雨
」
を
除
い
て
、
す
べ
て
親
不
孝
を
し
た
者
た
ち

が
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
た
、
と
い
っ
た
内
容
の
説
話
だ
が
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
落
雷
に
よ
る
死
以
外
に
、
天
罰
と
言
え
る
程
の
話
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

ま
こ
と
に
、
「
悪
事
千
里
」
、
万
太
郎
が
仕
業
、
誰
い
ふ
と
も
な
く
所
に

沙
汰
し
て
、
諸
人
憎
み
た
て
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ
も
な
く
、
上
が
た
へ
立

ち
の
き
し
に
、
七
里
半
の
道
中
に
て
、
時
な
ら
ぬ
大
雷
神
鳴
、
お
ち
た
る

と
も
覚
え
ず
行
く
う
ち
に
、
万
太
郎
を
乗
せ
た
る
馬
ば
か
り
残
り
て
、
口

引
く
を
と
こ
、
立
帰
り
、
こ
の
ふ
し
ぎ
を
か
た
り
け
る
。

（
『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
四
「
木
陰
の
袖
口
」
／
二
五
五
頁
）

（
一
三
）

ま
た
、
第
一
話
の
「
今
乃
都
も
世
は
借
物
」
に
見
ら
れ
る
、
親
を
毒
殺
し
よ

う
と
し
て
、
誤
っ
て
自
分
が
毒
を
飲
ん
で
死
ん
し
ま
う
、
と
い
う
ケ
ー
ス
の
よ

う
に
、
報
い
は
基
本
的
に
何
ら
か
の
形
で
、
し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
も
っ
と

大
き
な
サ
イ
ク
ル
の
中
で
自
分
自
身
に
返
っ
て
来
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

話
の
中
に
物
の
怪
が
登
場
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
だ
が
、
基
本
的
に
応
報

の
主
役
で
は
な
い
。

人
み
な
、
気
を
付
け
け
れ
ば
、
な
ほ
欲
心
深
き
た
く
み
し
て
、
細
工
の
上

手
に
、
竜
を
つ
く
ら
せ
、
水
中
に
沈
め
置
き
し
に
、
さ
な
が
ら
、
生
き
て

動
く
ご
と
く
、
日
数
ふ
り
て
、
こ
れ
を
み
る
に
、
口
を
動
か
し
、
尾
を
延

べ
、
剣
を
縮
め
、
そ
れ
と
は
知
り
な
が
ら
、
恐
ろ
し
。
こ
の
事
、
宿
に
帰

り
、
親
に
語
れ
ば
、
「
さ
れ
ば
、
人
間
は
、
欲
に
限
り
な
し
。
こ
の
上
の

願
ひ
、
何
か
あ
る
べ
し
。
平
に
止
め
よ
」
と
、
様
々
異
見
せ
し
に
、
却
つ

て
、
親
に
仇
を
な
し
、
己
が
一
子
に
、
武
助
と
い
ひ
し
、
十
四
に
な
る
を
、

引
き
連
れ
て
、
か
の
淵
に
行
き
て
、
次
第
を
語
り
聞
か
せ
、
「
我
が
ご
と

く
、
取
り
な
ら
へ
」
と
、
親
子
と
も
、
入
り
し
に
、
最
前
の
竜
に
精
あ
り

て
、
武
助
を
く
は
へ
て
、
振
る
と
み
え
し
を
、
か
な
し
く
、
藻
屑
の
下
に
、

身
を
沈
め
、
二
人
と
も
に
、
息
絶
え
て
、
二
十
四
時
を
過
ぎ
て
、
骸
の
上

が
り
け
る
に
ぞ
、
見
る
人
、
親
の
恥
な
り
と
憎
み
、
哀
れ
と
云
ふ
者
な
し
。

（
『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
三
「
心
を
の
ま
る
る
蛇
の
形
」
／
二
二
八
頁
）

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
に
、
自
分
が
置
い
た
龍
の
置
物
が
本
物
の
龍
に
化
け

て
子
供
も
ろ
と
も
食
わ
れ
た
と
い
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
結
末
で
は
あ
る
が
、
結

局
そ
の
龍
の
置
物
を
置
い
た
の
は
自
分
で
あ
り
、
つ
ま
り
原
因
を
作
っ
た
の
は

自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
閉
鎖
的
な
社
会
の
も
っ
と
も
よ
い
所
と
も
言
え
る
「
悪
い
こ
と
を

し
た
ら
必
ず
何
ら
か
の
形
で
自
分
自
身
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
」
と
い
う
、
日
本

式
の
発
想
と
で
も
言
う
べ
き
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
作
品
に
は
、
も
う
一
つ
特
異
に
感
じ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

窓
の
明
け
音
、
あ
り
〳
〵
と
、
母
親
の
面
影
庭
に
見
と
め
、
親
子
の
中
な

が
ら
お
そ
ろ
し
く
、
兄
の
作
弥
は
、
手
を
合
は
せ
、
「
な
ど
成
仏
は
し
給

は
ぬ
。
さ
り
と
は
あ
さ
ま
し
き
御
事
や
」
と
、
涙
を
袖
に
し
た
し
け
る
。

弟
の
八
弥
、
か
ひ
〴
〵
し
く
、
枕
に
あ
り
し
半
弓
つ
が
ひ
、
放
ち
け
れ
ば
、

形
は
消
え
て
、
ぱ
つ
と
光
あ
り
。
立
ち
よ
り
て
み
る
に
、
年
ふ
り
し
狸
の
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鼻
筋
よ
り
射
通
し
、
い
ま
だ
息
の
荒
き
を
、
と
ど
め
さ
し
て
、
騒
ぐ
気
色

も
な
く
、
取
り
置
き
け
る
。
「
こ
れ
は
、
こ
の
所
よ
り
ひ
が
し
の
宮
山
に

住
み
て
、
今
ま
で
い
か
程
人
を
悩
ま
し
け
る
に
、
こ
の
後
野
道
の
子
細
あ

ら
じ
。
こ
の
度
の
手
柄
、
八
弥
な
り
」
と
、
「
い
に
し
へ
の
、
頼
政
・
秀

郷
に
も
お
と
ら
じ
」
と
、
こ
れ
を
賛
め
ざ
る
人
は
な
し
。
こ
の
事
、
国
守

の
沙
汰
に
お
よ
び
、
文
武
の
道
者
立
ち
合
ひ
、
詮
議
の
あ
り
し
は
、
下
々

に
思
ふ
と
は
格
別
な
り
。
「
兄
の
作
弥
、
二
た
び
見
え
し
、
母
を
か
な
し

む
の
所
、
こ
れ
、
武
士
の
ま
こ
と
あ
る
心
底
を
感
じ
入
ら
れ
、
当
分
、
二

十
人
扶
持
下
し
置
か
れ
、
末
々
、
御
取
立
て
あ
る
べ
き
」
と
の
、
仰
せ
渡

さ
れ
な
り
。
「
弟
八
弥
事
、
変
化
に
も
せ
よ
、
親
の
形
と
見
て
、
こ
れ
に

手
づ
か
ら
弓
矢
の
敵
対
、
不
孝
の
心
ざ
し
ふ
か
し
」
と
、
御
取
り
あ
げ
も

な
く
、
こ
の
国
を
立
退
き
け
る
。

（
『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
四
「
本
に
そ
の
人
の
面
影
」
／
二
五
八
頁
）

母
親
の
姿
に
化
け
て
出
て
き
た
狸
を
見
て
、
兄
は
「
な
ぜ
成
仏
で
き
な
い
か
」
、

「
心
残
り
が
あ
る
の
か
」
と
泣
き
な
が
ら
言
っ
た
の
に
対
し
、
弟
は
な
ん
の
躊

躇
も
な
く
弓
を
取
り
矢
を
放
ち
、
妖
怪
を
射
殺
し
た
。
こ
の
こ
と
を
世
間
一
般

で
は
、
古
の
英
雄
に
も
劣
ら
ぬ
手
柄
だ
と
褒
め
称
え
た
が
、
「
国
守
の
沙
汰
」

で
あ
る
政
府
の
裁
決
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
「
文
武
の
道
者
立
ち
合
ひ
、
詮

議
の
あ
り
し
」
、
す
な
わ
ち
識
者
を
集
ま
っ
て
審
議
し
た
結
果
は
、
「
下
々
に

思
ふ
と
は
格
別
な
り
」
、
つ
ま
り
政
府
の
判
断
は
一
般
大
衆
が
思
っ
た
内
容
と

は
正
反
対
で
あ
る
。
た
と
え
物
の
怪
が
化
け
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
親
の
形
」

に
対
し
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
矢
を
放
て
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
不
孝
の
心
ざ

し
ふ
か
」
い
人
だ
と
、
逆
に
罰
せ
ら
れ
た
。
こ
ち
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、

同
じ
事
象
に
対
す
る
認
識
が
、
政
府
と
一
般
大
衆
と
は
異
な
る
場
合
も
あ
る
こ

と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
政
策
と
し
て
の
「
孝
」

幕
府
の
「
孝
」
に
関
す
る
施
策
は
主
に
、
武
士
に
対
す
る
も
の
と
民
間
に
対

す
る
も
の
の
二
つ
が
あ
る
。

武
士
に
対
す
る
も
の
は
「
武
家
諸
法
度
」
で
あ
る
が
、
四
代
将
軍
家
綱
の
時

に
発
布
さ
れ
た
寛
文
武
家
諸
法
度
（
一
六
六
三
）
に
の
み
「
不
孝
者
は
罪
科
に

処
す
」
と
い
う
一
条
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
孝
に
関
す
る
言
及
は
一
切
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
五
代
将
軍
綱
吉
の
時
に
公
布
さ
れ
た
天
和
武
家
諸
法
度

（
一
六
八
三
）
で
は
、
こ
の
一
条
は
削
除
さ
れ
た
が
、
代
わ
り
に
「
文
武
忠
孝

を
励
ま
し
」
と
い
う
一
条
が
入
れ
ら
れ
、
以
後
の
武
家
諸
法
度
に
も
継
承
さ
れ

て
い
た
。

こ
れ
は
幕
府
が
不
孝
者
を
処
罰
す
る
よ
り
も
、
孝
行
者
を
奨
励
す
る
方
法
に

舵
を
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
天
和
令
と
同
時
期
に
、
駿
河
国
五

郎
右
衛
門
を
は
じ
め
、
民
間
の
孝
行
者
に
対
す
る
奨
励
が
行
わ
れ
て
お
り
、
民

（
一
四
）

間
に
対
す
る
施
策
と
も
連
動
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
報
告
で
は
、
幕
府
の

政
策
を
、
民
間
説
話
に
登
場
す
る
物
語
と
し
て
の
「
孝
」
と
併
せ
て
分
析
す
る

こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
蕃
山
の
よ
う
な
儒
者
を
中
心
と
し
た
当
時
の
知
識
人
と
、
そ
う
で
な

い
人
と
の
認
識
差
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

幕
府
の
孝
に
関
す
る
施
策
の
一
環
と
し
て
、
『
六
諭
衍
義
』
が
あ
る
。
こ
の

書
物
は
、
八
代
将
軍
吉
宗
が
荻
生
徂
徠
に
訓
点
を
つ
け
さ
せ
、
そ
れ
を
啓
蒙
書

と
し
て
一
般
大
衆
向
け
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
室
鳩
巣
に
そ
の

概
要
と
も
言
え
る
『
大
意
』
を
書
く
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
冒
頭
部
分
の
「
孝
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順
父
母
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

凡
世
間
に
あ
る
人
、
貴
と
な
く
賤
と
な
く
、
父
母
の
う
ま
ざ
る
人
や
あ
る
。

さ
れ
ば
父
母
は
我
身
の
出
来
し
本
な
れ
ば
、
本
を
忘
る
ま
じ
き
事
な
り
。

況
や
養
育
の
恩
、
山
よ
り
も
た
か
く
、
海
よ
り
も
深
し
。
い
か
ゞ
し
て
忘

る
べ
き
。
今
孝
心
に
本
づ
か
ん
と
な
ら
ば
、
父
母
の
恩
を
よ
く
〳
〵
お
も

ふ
べ
し
。
先
十
月
の
間
、
懐
胎
に
あ
り
し
よ
り
、
母
を
く
る
し
む
。
さ
て

生
れ
出
て
、
幼
稚
の
ほ
ど
は
、
父
母
と
も
に
昼
夜
艱
難
辛
苦
を
い
は
ず
、

常
に
あ
ら
き
風
を
も
い
と
ひ
て
抱
そ
だ
て
、
少
も
病
有
て
煩
は
し
け
れ
ば
、

神
に
祈
り
医
を
も
と
め
、
我
身
も
か
は
り
度
ほ
ど
に
思
ひ
、
た
ゞ
子
の
息

災
に
し
て
成
長
す
る
を
待
よ
り
外
は
、
何
の
願
か
あ
る
。
（
中
略
）
何
れ

の
時
か
子
を
お
も
は
ぬ
時
や
あ
る
。
是
等
の
厚
恩
、
た
と
ひ
報
じ
つ
く
さ

ず
と
も
、
責
て
孝
行
に
し
て
養
ふ
べ
き
事
な
り
。
其
孝
行
と
云
は
、
貧
富

貴
賤
は
、
を
の
づ
か
ら
不
同
あ
れ
ば
、
必
し
も
父
母
の
衣
食
を
結
構
に
せ

よ
と
云
に
も
あ
ら
ず
。
た
ゞ
分
限
相
応
に
、
父
母
の
飽
煖
な
る
や
う
に
す

べ
し
。

（
『
六
諭
衍
義
大
意
』
孝
順
父
母
／
三
六
七
頁
）

（
一
五
）

こ
の
よ
う
に
、
藤
樹
の
よ
う
な
思
弁
的
な
哲
学
体
系
も
、
蕃
山
の
よ
う
な
形
而

下
的
な
社
会
構
造
も
な
く
、
た
だ
「
養
育
の
恩
、
山
よ
り
も
た
か
く
、
海
よ
り

も
深
し
。
い
か
ゞ
し
て
忘
る
べ
き
」
、
と
言
い
、
ひ
た
す
ら
情
に
訴
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
懐
妊
か
ら
出
産
ま
で
の
大
変
さ
、
幼
児
の
時
や
病
に
冒
さ
れ
た
時
の

看
護
、
我
身
を
忘
れ
、
た
だ
我
が
子
の
無
事
を
祈
る
、
と
い
っ
た
具
体
的
な
事

例
ま
で
持
ち
出
し
て
、
「
是
等
の
厚
恩
、
た
と
ひ
報
じ
つ
く
さ
ず
と
も
、
責
て

孝
行
に
し
て
養
ふ
べ
き
」
と
し
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
行
う
べ
き
当
然
の
行
為

だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
孝
行
者
を
表
彰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
こ
う
い
っ
た
孝
を
称
揚
す
る
物
語
に
対
し
、
鈴
木
理
恵
氏
は
次

の
よ
う
に
批
判
し
た
。
「
孝
行
伝
に
登
場
す
る
人
々
の
事
例
は
、
最
初
か
ら
様

々
な
困
難
な
状
況
に
あ
り
、
そ
れ
を
克
服
し
て
孝
行
し
た
こ
と
が
顕
彰
さ
れ
る

理
由
に
な
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
孝
行
伝
の
事
例
は
称
賛

の
対
象
と
は
な
っ
て
も
、
自
分
と
は
か
け
離
れ
た
他
人
事
で
あ
っ
て
、
目
標
や

模
範
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
『
孝
義
録
』

刊
行
の
目
的
が
民
衆
教
化
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
そ
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
。

（
一
六
）

一
方
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
佐
野
大
介
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
「
孝
行

譚
は
、
人
々
が
見
習
う
べ
き
模
範
的
行
為
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

性
質
上
、
多
く
「
誰
も
が
行
う
べ
き
（
＝
当
為
）
」
で
あ
り
な
が
ら
、
「
誰
も

が
行
い
得
る
訳
で
は
な
い
（
＝
奇
特
な
）
」
行
為
が
記
さ
れ
る
」
。
こ
の
佐
野

（
一
七
）

氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
鈴
木
氏
の
視
点
が
孝
行
譚
の
「
奇
特
な
」
部
分
に
局
限

さ
れ
た
こ
と
だ
と
分
か
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

鈴
木
氏
は
さ
ら
に
、
幕
府
の
施
策
に
対
し
、
「
社
会
福
祉
制
度
が
未
だ
未
整

備
だ
っ
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
為
政
者
は
、
孝
行
者
表
彰
や
『
孝
義
録
』
刊
行

と
い
う
手
段
を
通
じ
て
、
病
気
や
障
害
を
抱
え
て
、
歩
行
が
で
き
な
い
、
起
き

伏
し
や
立
居
が
困
難
、
手
足
不
自
由
、
足
腰
が
立
た
な
い
、
寝
た
き
り
と
い
っ

た
要
介
護
度
の
高
い
人
び
と
を
扶
養
す
る
責
任
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
員
に
転

嫁
し
た
」
と
批
判
し
た
が
、
前
出
の
仮
名
草
子
『
本
朝
二
十
不
孝
』
は
言
う
に

（
一
八
）

及
ば
ず
、
『
本
朝
孝
子
伝
』
が
漢
文
体
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
、「
幕
府
の
主
導
だ
け
で
な
く
、

（
一
九
）

幕
臣
が
、
ま
た
民
間
が
、
す
す
ん
で
孝
行
を
形
に
残
し
、
ま
た
世
に
広
め
よ
う

と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
こ
の
事
は
、
孝
行
と
い
う
徳
目
が
必
ず
し

も
上
か
ら
の
押
し
つ
け
や
民
心
誘
導
と
い
う
側
面
か
ら
だ
け
で
論
じ
き
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
人
々
に
好
ま
れ
た
話
題
で
あ
り
、
作
品
を
生
み
出
す
喚
起
力
を
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自
ず
か
ら
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
一
面
を
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
」
と
い
う
勝
又
氏
の
意
見
に
、
筆
者
は
賛
同
す
る
。

（
二
〇
）

五
、
「
孝
」
を
め
ぐ
る
江
戸
の
諸
相

以
上
は
三
つ
の
分
類
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
検
討
を
加
え
た
が
、
以
下
は
こ
れ

を
総
合
し
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。

加
地
伸
行
氏
は
、
孝
を
「
㈠
祖
先
と
の
関
係
（
過
去
）
、
㈡
父
と
の
関
係
（
現

在
）
、
㈢
子
孫
と
の
関
係
（
未
来
）
、
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
儒
は
、
こ

の
関
係
を
ば
ら
ば
ら
の
も
の
と
し
な
い
で
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
統
合
す
る
。

す
な
わ
ち
、
㈠
祖
先
の
祭
祀
（
招
魂
儀
礼
）
、
㈡
父
母
へ
の
敬
愛
、
㈢
子
孫
を

産
む
こ
と
」
の
も
の
と
し
て
整
理
し
た
。

（
二
一
）

一
方
、
前
述
の
通
り
、
思
想
家
と
し
て
の
学
者
た
ち
と
世
間
一
般
と
で
は
、

「
孝
」
に
対
す
る
注
目
の
ポ
イ
ン
ト
に
は
、
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
接
点
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

こ
こ
で
は
も
う
一
度
、
佐
野
氏
の
見
解
に
戻
る
。
佐
野
が
提
示
し
た
「
当
為
」

と
「
奇
特
」
と
い
う
図
式
は
、
幕
府
官
製
の
も
の
に
限
ら
ず
、『
本
朝
孝
子
伝
』

（
今
世
部
に
限
っ
て
）
の
よ
う
な
民
間
説
話
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
、
逆
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
『
本
朝
二
十
不
孝
』
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
ゆ

え
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
正
し
い
。

し
か
し
、
奇
特
と
は
言
え
、
努
力
す
れ
ば
誰
し
も
で
き
る
こ
と
に
肝
心
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
『
二
十
四
孝
』
と
対
比
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
『
二
十
四

孝
』
の
場
合
、
奇
特
を
通
り
越
し
て
「
奇
行
」
、
も
っ
と
言
え
ば
過
激
に
さ
え

見
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
近
世
日
本
に
お
け
る
孝
の
物
語
は
い
た
っ
て
現
実
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
間
の
説
話
に

し
ろ
、
幕
府
の
官
製
も
の
に
し
ろ
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
知
識
人
の
な
か
で
は
、
『
二
十
四
孝
』
に
あ
る
過
激
な
行
動
に
対

す
る
批
判
す
ら
あ
っ
た
。

先
祖
よ
り
の
田
宅
諸
物
こ
と
ご
と
く
親
の
奉
養
と
な
し
、
み
づ
か
ら
い
と

な
む
処
も
皆
親
に
供
し
て
、
妻
子
な
き
な
る
べ
し
。
親
の
口
体
の
為
に
先

祖
の
統
を
絶
ん
こ
と
は
、
親
を
も
又
不
孝
の
罪
人
に
な
す
な
り
。
親
を
養

ふ
も
、
家
の
有
無
に
し
た
が
ひ
、
妻
子
あ
り
て
共
に
孝
を
尽
し
、
葬
も
産

を
や
ぶ
ら
ざ
る
ほ
ど
の
分
有
る
べ
し
。
董
永
に
を
ゐ
て
は
天
質
の
美
也
。

神
明
を
感
動
す
る
の
篤
孝
た
れ
ば
い
ふ
べ
き
や
う
な
し
。
其
時
所
位
の
勢

も
後
世
よ
り
は
知
が
た
し
。
の
ち
の
人
の
手
本
に
は
な
り
が
た
き
事
也
。

（
中
略
）
其
志
を
ば
愛
す
べ
し
、
其
事
は
学
び
が
た
し
。

（
『
二
十
四
孝
小
解
』
／
三
〇
九
頁
）

（
二
二
）

こ
こ
に
、
日
本
式
の
「
家
」
に
対
す
る
観
念
が
垣
間
見
え
る
。
ま
ず
、
「
家
」

の
財
産
は
先
祖
よ
り
受
け
継
が
れ
た
物
で
あ
る
以
上
、
自
分
の
一
存
で
す
べ
て

親
の
奉
養
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
そ
の
よ
う
な
真
似
を
し

て
「
お
家
」
が
断
絶
で
も
し
た
ら
、
「
親
を
も
又
不
孝
の
罪
人
に
」
す
る
こ
と

で
あ
る
と
、
蕃
山
が
主
張
し
た
。

（
二
三
）

佐
野
氏
は
、
中
国
の
「
孝
」
と
比
べ
、
「
本
朝
に
お
い
て
は
、
孝
は
「
大
家

族
維
持
」
の
機
能
を
有
さ
ず
、
「
生
命
の
連
続
」
と
い
う
性
質
も
弱
か
っ
た
」

（
二
四
）

も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
、
前
掲
加
地
氏
の
言
う
「
過

去
・
現
在
・
未
来
」
と
い
っ
た
連
続
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

「
家
」
の
維
持
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府

の
施
策
方
針
が
「
「
家
」
の
維
持
・
継
続
や
「
家
」
の
再
興
こ
そ
が
幕
藩
権
力

の
ね
ら
い
で
あ
り
、
「
孝
」
の
内
容
で
あ
っ
た
」
と
い
う
菅
野
則
子
氏
の
結
論

（
二
五
）
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報告 四

は
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
正
し
い
と
言
え
よ
う
。

以
上
に
見
た
通
り
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
「
孝
」
に
対
す
る
態
度
は
、
単
に

上
か
ら
の
押
し
つ
け
で
は
な
く
、
世
間
一
般
に
も
広
く
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
官
民
問
わ
ず
、
孝
に
関
す
る
話
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
と
同
時
に
、
あ
る

種
の
英
雄
崇
拝
性
を
も
有
し
て
い
る
。
荒
唐
無
稽
な
突
拍
子
も
な
い
こ
と
で
は

な
く
、
努
力
す
れ
ば
誰
し
も
で
き
る
こ
と
だ
が
、
自
分
で
は
な
か
な
か
で
き
な

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
当
為
」
と
「
奇
特
」
の
均
衡
点
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

こ
の
均
衡
点
こ
そ
が
、
親
に
対
す
る
感
情
と
し
て
の
「
孝
」
と
、
儒
教
理
論
―

―
つ
ま
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
、
日
本
の
場
合
で
言
え
ば
「
家
」
の
維
持
―

―
に
基
づ
い
た
「
孝
」
と
の
均
衡
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
家
」
こ
そ
が
、

思
想
・
物
語
・
幕
府
の
政
策
、
と
い
う
三
つ
の
孝
を
貫
く
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
孝
経
』
そ
れ
自
体
、
天
子
・
諸
侯
・
士
・
庶
そ
れ
ぞ
れ
の
孝
を

規
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
作
り
上
げ
た
一
つ
の
完

成
し
た
社
会
学
的
理
論
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
身
分
は
あ
る
程
度

固
定
さ
れ
、
「
家
」
を
重
視
す
る
江
戸
時
代
と
は
、
か
な
り
親
和
性
が
高
い
と

言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
現
実
世
界
で
は
、
理
論
通
り
に
う
ま
く
い
く
と
は
限
ら

な
い
。
特
に
社
会
的
下
層
に
置
か
れ
、
直
接
親
の
世
話
を
し
な
い
と
い
け
な
い

士
・
庶
の
場
合
、
孝
を
尽
く
す
こ
と
は
時
に
大
き
な
自
己
犠
牲
を
伴
う
こ
と
で

も
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
嫌
悪
し
、
我
身
の
み
を
顧
み
る
と
な
れ
ば
、
前
に
も

論
じ
た
よ
う
に
、
も
っ
と
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
自
分
自
身
に
返
っ
て
く
る
こ
と

は
、
人
々
が
長
い
年
月
を
か
け
て
得
ら
れ
た
経
験
か
ら
知
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
親
不
孝
の
父
母
に
、
子
供
が
尊
敬
し
、
「
家
」
を
継
承
し
な
い
こ
と

も
、
経
験
則
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
我
身
の
み
を
顧

み
る
こ
と
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
断
絶
、
す
な
わ
ち
「
家
の
断
絶
」
を
も

意
味
す
る
。
そ
う
さ
せ
な
い
た
め
に
、
つ
ま
り
「
家
」
を
、
強
い
て
言
え
ば
社

会
を
維
持
す
る
た
め
に
、
大
き
な
自
己
犠
牲
を
伴
う
「
奇
特
」
な
孝
に
対
し
、

政
府
に
よ
る
何
ら
か
の
形
に
よ
る
奨
励
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
鈴
木
氏
は
幕
府
の
こ
う
し
た
奨
励
政
策
を
「
要
介
護
度
の

高
い
人
び
と
を
扶
養
す
る
責
任
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
員
に
転
嫁
」
す
る
も
の
と

し
て
批
判
し
た
。
し
か
し
、
鈴
木
氏
自
身
も
認
め
た
よ
う
に
、
当
時
は
「
社
会

福
祉
制
度
が
未
だ
未
整
備
だ
っ
た
」
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
、
た
と
え
社

会
福
祉
が
整
備
さ
れ
た
現
代
で
も
、
介
護
は
依
然
、
主
と
し
て
人
に
よ
っ
て
行

う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
「
誰
か
」
が
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
ト
ー
タ
ル
か
ら
見
た
場
合
、
何
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
家

族
が
責
任
を
持
た
ず
、「
誰
か
」
に
押
し
つ
け
、
鈴
木
氏
の
言
葉
で
言
え
ば
「
社

会
に
転
嫁
」
し
た
場
合
の
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
時
の
生

産
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ
の
「
誰
か
」
が
自
分
の
親
の
面
倒
を
見
れ
な
い

可
能
性
す
ら
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
社
会
は
何
れ
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
に
陥
っ
て
、

維
持
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
社
会
は
個
々
の
「
家
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
以
上
、
「
家
」
の
維

持
は
す
な
わ
ち
社
会
の
維
持
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
理
論
上
、
す
べ
て
の
「
家
」

が
維
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
組
の
夫
婦
が
生
涯
産
む
子
供
の
平
均
数
、

つ
ま
り
合
計
特
殊
出
生
率
が

人
を
キ
ー
プ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

2.1

る
。
乳
児
死
亡
率
の
高
い
時
代
で
は
、
子
供
を
な
る
べ
く
多
く
産
む
こ
と
が
良

い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
も
自
然
の
発
想
だ
が
、
人
口
が
増
え
す
ぎ
る
の

も
困
る
こ
と
で
あ
り
、
一
歩
間
違
え
ば
、
有
限
の
資
源
を
取
り
合
っ
て
、
血
で

血
を
洗
う
事
態
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
儒
教
理
論
に
基
づ
い
た
「
孝
」
で

あ
る
。
「
家
」
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
直
系
の
後
継
者
に
受
け



- 13 -

花咲く「孝」

継
が
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
全
員
が
そ
の
よ
う
に
恵
ま
れ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
。
逆
に
、
恵
ま
れ
す
ぎ
て
困
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
こ
で
、「
家
」

の
維
持
が
血
の
つ
な
が
り
よ
り
も
優
位
に
立
つ
こ
と
が
、
問
題
を
平
和
裏
に
解

決
す
る
重
要
な
発
想
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
鎖
国
下
の
江
戸
社
会
は
、
享
保
期
か

ら
人
口
の
増
減
を
ほ
ぼ
横
ば
い
と
い
う
「
均
衡
」
に
達
成
し
た
。
こ
の
こ
と
は

（
二
六
）

江
戸
の
人
々
の
「
孝
」
に
対
す
る
観
念
と
は
無
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
報
告
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
孝
」
を
三
つ
の
観
点
よ
り
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
最
後
に
、
今
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
「
孝
」
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
現
れ
、
儒
学
者
の

追
求
と
民
間
に
お
け
る
普
及
お
よ
び
幕
府
の
政
策
、
こ
の
三
つ
の
方
面
に
お
い

て
、
ほ
ぼ
同
時
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
江
戸
時
代
の
「
孝
」
に
対
す
る
認
識
や
考
え
が
多
種
多
様
で
あ
り
、

知
識
人
と
民
間
一
般
と
の
間
に
は
、
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
知
識

人
の
う
ち
で
も
、
藤
樹
の
よ
う
な
形
而
上
型
と
蕃
山
の
よ
う
な
形
而
下
型
が
あ

り
、
民
間
に
お
い
て
は
、
感
情
に
重
き
を
置
く
こ
と
と
「
孝
感
」
に
対
す
る
無

関
心
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
理
論
的
合
理
的
な
知
識
人
型
と
自
発

的
感
情
的
な
民
間
型
と
の
二
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
間
を
と
っ
て

調
節
役
を
果
た
し
た
の
が
幕
府
の
施
策
と
言
え
よ
う
。

大
多
数
の
人
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
持
つ
感
情
の
な
か
に
、
親
に
対
す
る
情
念

は
も
っ
と
も
原
初
的
な
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
特
に
社
会
的
イ

ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
未
整
備
な
乳
児
死
亡
率
の
高
い
時
代
で
は
、
幼
少

期
の
親
に
対
す
る
依
存
度
が
、
現
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
の

で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
親
に
対
す
る
情
念
が
現
代
よ
り
一
段
と
高
い
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
当
時
の
人
々
が
孝
行
譚
を
進
ん
で
求
め
る
理
由

で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
現
実
的
に
は
難
し
く
て
も
、
自
分
自

身
と
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
疑
似
体
験
と
し
て
効
果
を
果
た
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
常
識
離
れ
し
た
荒
唐
無
稽
な
内
容
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
奇
特
」
、
つ
ま
り
努
力
す
れ
ば
自
分
で
も
で
き
る
内
容
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
儒
教
理
論
に
基
づ
く
「
孝
」
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
連
続
と
い

う
性
質
を
有
し
、
し
か
も
そ
れ
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
日
本
版
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
「
家
」
に
対
す
る
考
え
で
あ
る
。
「
家
」
を
潰
す
ま
で
、
つ

ま
り
、
異
常
な
ま
で
に
親
を
奉
養
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
、
『
二
十
四

孝
』
の
よ
う
な
、
過
激
な
ま
で
の
孝
行
譚
を
好
ま
ず
、
現
実
的
で
リ
ア
リ
テ
ィ

の
あ
る
孝
が
優
先
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
『
孝
経
』
の
理
論
と
親
和
性
が
高
い
江
戸
時
代
の
社
会
に
お

い
て
、
幕
府
の
孝
に
対
す
る
政
策
も
自
ず
と
方
向
性
が
固
め
ら
れ
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
大
き
な
自
己
犠
牲
を
も
厭
わ
ず
、
親
に
対
す
る
奉
養
と
「
家
」
の
連
続

と
が
両
立
で
き
た
も
の
を
持
ち
上
げ
、
表
彰
・
褒
美
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
を
、
自
己
完
結
し
た
文
明
と
し
て

成
立
で
き
た
所
以
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
「
孝
」
の
実
態
は
本
報
告
で
カ
バ
ー
し
き
れ
る
も
の
で

な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
発
達
の
全
貌
の
把
握
と
原
因
の
究
明

は
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
大
ま
か
な
見
通
し
を
述
べ

た
い
。
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
は
、
当
時
の
世
界
に
お
い
て
、
か
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な
り
豊
か
な
社
会
で
あ
り
、
様
々
な
分
野
に
お
い
て
世
界
の
最
先
端
を
キ
ー
プ

し
て
い
る
こ
と
が
、
徐
々
に
判
明
し
て
き
た
。
「
孝
」
に
対
す
る
高
度
な
関
心

も
そ
の
一
端
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
社
会
全
般
の
発
達
に
よ
っ
て
知
識
人

だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
々
の
間
で
も
様
々
な
問
題
に
対
す
る
多
種
多
様
な
思

索
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
「
孝
」
は
も
っ
と
も
身
近
な
感
情
と
し
て
、
そ
し
て

倫
理
問
題
と
し
て
、
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

《

注

》

（
一
）
『
荻
生
徂
徠
』
（
『
日
本
思
想
大
系
』
三
六
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）
。

（
二
）
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
、
一
〇
八
頁
（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
八
）
。

（
三
）

同
右
、
一
〇
九
頁
。

（
四
）
『
中
江
藤
樹
』
日
本
思
想
大
系

（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）
。
以
下
同
じ
。

29

（
五
）
『
蕃
山
全
集
』
第
三
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
九
）
。
以
下
同
じ
。

（
六
）
『
中
江
藤
樹
』
日
本
思
想
大
系

（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）
所
収
。

29

（
七
）
『
集
義
外
書
』
（
『
蕃
山
全
集
』
第
二
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
七
八
）
に
お
い
て
、

蕃
山
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
中
江
氏
儒
仏
一
致
と
見
た
る
に
あ
ら
ず
、

鏡
草
は
婦
人
の
為
也
。
女
は
と
り
わ
き
文
学
せ
ず
、
た
ゞ
仏
法
の
み
あ
る
事
を
し

れ
り
。
他
の
言
語
に
て
は
通
じ
が
た
し
。
此
故
に
し
ば
ら
く
信
ず
る
所
に
よ
り
て
、

本
心
の
慈
善
を
ひ
ら
か
ん
と
す
」
（
巻
七
／
一
二
一
頁
）
。
つ
ま
り
、
彼
も
読
み
手

を
意
識
し
、
著
作
を
著
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

（
八
）
『
韓
非
子
集
解
』
五
蠹
第
四
十
九
／
四
四
九
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
九
八
）
。

（
九
）
『
蕃
山
全
集
』
第
三
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
九
）
。
以
下
同
じ
。

（
一
〇

）
こ
の
作
品
の
刊
行
時
期
や
修
訂
に
つ
い
て
は
、
勝
又
基
「
『
本
朝
孝
子
伝
』
の
流

行
」
（
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』

、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

23

（
一
一

）
『
日
本
教
育
文
庫
』
孝
義
篇
上
（
同
文
館
、
一
九
一
〇
）
。
以
下
同
じ
。

（
一
二

）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
矢
野
公
和
「
『
本
朝
二
十
不
孝
』
論
―
ア
イ
ロ
ニ
ィ
と
し
て

の
孝
道
奨
励
に
つ
い
て
―
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』

⑹
、
一
九
七
三
）
、
お
よ
び
濵

50

田
幸
子
「
西
鶴
『
本
朝
二
十
不
孝
』
と
二
十
四
孝
」
（
『
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

文
学
研
究
科
篇

、
二
〇
〇
九
）
に
参
照
。

37

（
一
三

）
『
井
原
西
鶴
集
』

、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（
小
学
館
、
一
九
九
六
）
。

2

67

以
下
同
じ
。

（
一
四

）
勝
又
基
「
綱
吉
の
孝
行
奨
励
と
諸
作
品
の
成
立
―
―
駿
河
国
五
郎
右
衛
門
を
め

ぐ
っ
て
」（
『
明
星
大
学
紀
要
』
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科

、
二
〇
〇
六
）

14

を
参
照
。

（
一
五

）
『
近
世
町
人
思
想
』
日
本
思
想
大
系

（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）
。

59

（
一
六

）
鈴
木
理
恵
「
江
戸
時
代
の
民
衆
教
化
―
『
官
刻
孝
義
録
』
に
よ
る
孝
行
の
状
況

分
析
―
」
、
三
三
頁
（
『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
科
学
論
叢
』
第

号
、
二
〇
〇
四
）
。

65

（
一
七

）
佐
野
大
介
「
江
戸
期
孝
行
譚
に
お
け
る
養
子
の
孝
」
、
二
〇
頁
（
『
中
国
研
究
集

刊
』
水
号
（
総
四
十
九
号
）
、
二
〇
〇
九
）
。

（
一
八

）
鈴
木
理
恵
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
孝
行
の
具
体
像
―
『
官
刻
孝
義
録
』
の
分
析

―
」
（
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
、
第
六
六
号
、
二
〇
〇
五
）
。

（
一
九

）
勝
又
氏
は
、
「
『
本
朝
孝
子
伝
』
の
流
行
」
（
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』

一
九
九

23

八
）
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
が
短
期
間
で
何
度
も
再
版
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
「
少

な
く
と
も
明
ら
か
に
刷
り
の
時
期
が
異
な
っ
た
本
が
四
種
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
近
世
前
期
に
お
い
て
刊
行
か
ら
短
期
間
の
内
に
こ
れ
程
頻
繁
に
刷
ら
れ
た
書

物
を
、
所
見
の
範
囲
で
は
他
に
知
ら
な
い
。
私
は
こ
こ
に
『
本
朝
孝
子
伝
』
刊
行

当
初
の
盛
況
を
見
て
取
っ
て
良
い
と
考
え
る
」
（
一
五
九
頁
）
と
述
べ
た
。

（
二
〇

）
勝
又
基
「
綱
吉
の
孝
行
奨
励
と
諸
作
品
の
成
立
―
―
駿
河
国
五
郎
右
衛
門
を
め

ぐ
っ
て
」
、
八
二
頁
。

（
二
一

）
加
地
伸
行
前
掲
、
一
九
頁
。

（
二
二

）
『
蕃
山
全
集
』
第
二
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
八
）
。

（
二
三

）
も
っ
と
も
、
孟
子
か
ら
す
で
に
「
不
孝
有
三
、
無
後
為
大
」
（
『
孟
子
』
離
婁
上
）

と
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
の
ち
の
中
国
に
は
『
二
十
四
孝
』
が
世
に
現
れ
た
。
た

報告 四
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花咲く「孝」

だ
し
こ
の
問
題
は
本
報
告
の
主
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
、
別
の
機
会
に
譲
る
。

（
二
四

）
佐
野
大
介
「
和
漢
に
お
け
る
孝
観
念
の
異
同
―
―
「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
「
異
姓

養
子
」
へ
の
態
度
か
ら
」
、
一
九
二
頁
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
称
号
（
総
六
十
号
記

念
号
）
、
二
〇
一
五
）
。

（
二
五

）
菅
野
則
子
「
十
七
・
十
八
世
紀
の
「
孝
」
に
つ
い
て
―
―
『
官
刻
孝
義
録
』
に

み
る
―
―
」
、
九
二
頁
（
『
帝
京
史
学
』
第

号
、
一
九
九
七
）
。
同
論
文
の
結
論
に

12

「
多
様
に
見
え
る
「
孝
行
者
」
に
つ
い
て
の
表
彰
内
容
も
、
結
局
は
「
家
」
の
維

持
・
継
承
と
い
う
こ
と
に
収
斂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
九
四
頁
）
と
あ
る
。

（
二
六

）
鬼
頭
宏
『
人
口
か
ら
読
む
日
本
の
歴
史
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
）
第

三
章
「
経
済
社
会
化
と
第
三
の
波
」
を
参
照
。


